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日
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閣
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小
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郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
イ
ラ
ン
大
統
領
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
抹
消
発
言
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
受
領

答

弁

第

五

五

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
イ
ラ
ン
大
統
領
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
抹
消
発
言
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
（
以
下
「
イ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
の
ア
フ
マ
デ
ィ
ネ
ジ
ャ
ー
ド
大
統
領
の
発
言
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
現
在
、
イ
ラ
ン
政
府
か
ら
確
た
る
情
報
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
発
言
の
正
確
な

内
容
を
確
認
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
告
電
報
は
、
在
イ
ラ
ン
日
本
国
大
使
館
が
こ
れ
を
発
信
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日
二
十
一
時
四
十
七

分
に
外
務
省
に
お
い
て
受
信
し
た
。

三
に
つ
い
て

報
道
の
よ
う
な
発
言
が
実
際
に
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
国
際
連
合
憲
章
の
精
神
に
反
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

吉
川
元
偉
外
務
省
中
東
ア
フ
リ
カ
局
長
が
、
モ
ー
セ
ン
・
タ
ラ
イ
駐
日
イ
ラ
ン
大
使
の
来
訪
を
求
め
、
三
に
つ
い
て
で
述

べ
た
認
識
を
踏
ま
え
、
我
が
国
と
し
て
の
懸
念
を
伝
え
た
。

一



五
に
つ
い
て

一
般
に
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
、
世
界
に
離
散
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
十
九
世
紀
末
に
自
ら
の
民
族
自
決
を
求
め
て
起
こ
し
た

運
動
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。
我
が
国
は
、
こ
の
よ
う
な
運
動
の
結
果
国
際
連
合
総
会
決
議
第
百
八
十
一
号
に
基
づ

き
千
九
百
四
十
八
年
に
建
国
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
、
千
九
百
五
十
二
年
に
承
認
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
友
好
関
係
を
維
持

し
て
い
る
。

二


